
長泉町公告 

入 札 執 行 公 告 

 

 長泉町の建設工事について、下記のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第 167条の６及び長泉町契約規

則（平成５年長泉町規則第14号）第４条の規定に基づき公告する。この入札は静岡県共同

利用電子入札システム（以下「システム」という。）により執行する。 

  令和８年６月８日 

             駿 東 郡 長 泉 町 長            池 田   修   

                                        

                   記 

１ 入札執行者    長泉町長 池田 修 

２ 入札に付する事項 

 ⑴ 入札番号   26338（2026000338） 

 ⑵ 工事名   令和８年度 長泉町文化センター大規模改修工事 

 ⑶ 工事場所  長泉町 下土狩 地内 

 ⑷ 工事概要 

  ・ 特定天井耐震改修工事  

・ 便所改修工事 

・ 天井改修工事 

・ 照明ＬＥＤ化改修工事 

・ 空調設備改修工事 

・ 衛生設備改修工事 ほか 

⑸ 完成期限  令和９年９月30日（木） 

 ⑹ 予定価格  事後公表 

３  入札参加形態 

   単体又は長泉町建設工事共同企業体取扱要綱（平成２年長泉町告示第１号）に基づき

結成された特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

４  入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  長泉町に建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる資格要 



件を全て満たしていることについての確認を受けた者であること。 

⑴ 単体の資格要件 

  ア 政令第 167条の４の規定に該当しないこと。 

   イ  公告日の前日までに長泉町における建設工事競争入札参加資格の建築一式工事に

係る認定を受けていること。 

  ウ 建設業法（昭和24年法律第 100号。以下「法」という。）第３条の規定に基づき、

建築一式工事について特定建設業の許可を受けている者であり、かつ、同条第１項

に規定する営業所を静岡県内に有する者であること。 

  エ 建築一式工事における経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（審査基

準日が入札日の１年７箇月以内であって、かつ、最新のもの）の総合評定値が 

1,200点以上であること。 

  オ 公告日の前日までに竣工した、国又は地方公共団体が発注した建築一式工事の施

工実績（元請）を有すること。 

   ※ 単体又は共同企業体の代表構成員としての実績に限る。 

  カ 法第26条の規定により、請負金額に応じた専任の主任技術者又は下請契約の合計

金額に応じた監理技術者を配置できること。ただし、法第26条第３項の規定により

監理技術者の行うべき職務を補佐する者を専任で配置するときは建設業法施行令（

昭和31年政令第 273号）第30条で定める数の範囲内において兼任できるものとする

が、兼任する現場の距離等の条件によって認めない場合もある。 

    なお、この者は、入札参加資格確認申請の時点で３箇月以上の直接的かつ恒常的

な雇用関係を有し、法第７条第１項第２号又は第15条第１項第２号の規定による営

業所における専任の技術者でないこと。 

キ 法第28条の規定による営業停止の期間中でないこと。 

  ク （入札後審査型）入札参加資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の時まで

の期間に、長泉町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成４年長泉町

告示第18号）及び静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成元年

８月29日付け管第 324号）に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。 

  ケ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをされてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法

律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをされている者（再生手続開始の決定



を受けている者を除く。）でないこと。 

  コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において

関連がある者でないこと。 

⑵ 共同企業体の資格要件 

ア  構成員の数は２者とし、⑶ア又はイの各１者の組み合わせとする。ただし、各構

成員は、当該工事の他の共同企業体の構成員となることができない。 

    イ  結成方法は、自主結成とする。 

   ウ  構成員の出資比率は、30％以上とし、代表構成員はその比率の最大のもので、か

つ、より大きな施工能力を有するものであること。 

    エ  当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体は、成立してから、当該工事の

請負契約の履行後３箇月以上存続するものとする。 

⑶ 構成員の資格要件 

ア 代表構成員 

   ４⑴に規定する単体の各資格要件と同様とする。 

イ その他の構成員 

   (ｱ) 政令第 167条の４の規定に該当しないこと。 

     (ｲ) 長泉町における建設工事競争入札参加資格の建築一式工事に係る認定を受けて

いること。 

    (ｳ) 法第３条の規定に基づき、建築一式工事について建設業の許可を受けている者

であること。 

    (ｴ) 長泉町の建築一式工事事業者で、経営規模等評価結果通知書及び総合評定通知

書（審査基準日が入札日の１年７箇月以内であって、かつ最新のもの）の総合評

定値が 700点以上であること。 

    (ｵ) 法第28条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。 

    (ｶ) （入札後審査型）入札参加資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の時ま

での期間に、長泉町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱及び静岡県工

事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止を受けている

期間中でないこと。 

    (ｷ) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをされている者（更生手続開始の決

定を受けている者を除く。）又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをさ



れている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

    (ｸ) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい

て関連がある者でないこと。 

５ 設計業務等の受託者 

 ⑴ ４⑴コ及び４⑶イ(ｸ)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者で

ある｡ 

     愛知県名古屋市中区栄四丁目３番26号 昭和ビル 

株式会社石本建築事務所 名古屋オフィス 

 ⑵ ４⑴コ及び４⑶イ(ｸ)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者 

  」とは、次のア又はイに該当する者である。 

ア 当該受託者の発行済株式総数の 100分の50を超える株式を有し、又はその出資の 

総額の 100分の50を超える出資をしている建設業者 

イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている

場合における建設業者 

６ 入札参加資格の確認等 

⑴ 入札の参加希望者は、システムにより以下の期間に、長泉町制限付き一般競争入札

実施要領（平成31年長泉町告示第36号。以下「要領」という。）様式第３号の（入札

後審査型）入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を提出するとともに、

申請書を作成の上、イに掲げる提出場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。 

   なお、期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、

本入札に参加することができない。 

  ア 提出期間 令和８年６月９日（火）から令和８年６月15日（月）まで 

         午前９時から午後４時まで 

  イ 提出場所 静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地 

         長泉町役場 企画財政課 

  ウ 提出方法 申請書は、２部（正本１部、副本１部）を提出場所に提出するものと

する。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は

令和８年６月16日（火）に通知する。 



７ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

 ⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと

認めた理由について説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴の説明を求める場合には、令和８年６月17日（水）から令和８年６月19日（金）

までに、長泉町役場企画財政課まで書面（様式自由）を持参により提出しなければな

らない。 

 ⑶ 入札執行者は、説明を求められたときは、令和８年６月24日（水）までに、説明を

求めた者に対し、書面により回答するものとする。 

８ 設計図書等の配付 

  設計図書等は公告日から入札情報システム（ PPI）に公開する。 

９ 設計図書等に対する質問 

 ⑴ 設計図書に対する質問がある場合においては、次に従い電子メールにより提出する

こと｡ 

    ア 提出期間 令和８年６月17日（水）から令和８年６月19日（金）まで 

    イ 提出場所 長泉町役場 企画財政課 

E-mailアドレス zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 

  ウ 提出方法 質問書の様式は入札情報システム（ PPI）に掲載する。 

 なお、質問がない場合は、質問書の提出は不要とする。 

 ⑵ ⑴の質問に対する回答は、次のとおり行う。 

  ア 回答期限 令和８年６月24日（水） 

    イ 回答方法 システムによる。 

10 入札方法及び手続等 

  システムによる。なお、全ての入札案件に共通する事項については、長泉町建設工事

競争入札心得（以下「入札心得」という。）及び要領に定める各様式を参照すること。

入札心得及び要領に定める各様式は、長泉町のホームページに掲載する。 

⑴ 入札・開札の日時  入札…令和８年７月８日（水）午前９時から 

令和８年７月９日（木）午後４時まで 

開札…令和８年７月10日（金）午前10時 

  ⑵ 工事費内訳書の提出 

   ア 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出をする



こと。 

   イ 工事費内訳書は、要領様式第12号を参考に作成すること。 

  ⑶ 入札の無効 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、申請書に

虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得、長泉町電子入札運用基準、長泉町

契約規則、長泉町建設工事執行規則（平成14年長泉町規則第24号）その他長泉町の

入札又は規定に示した条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のあ

る旨を確認された者であっても、確認の後、入札参加停止措置を受けて入札時点に

おいて入札参加停止期間中である者等、入札時点において４に掲げる資格のない者

の行った入札は無効とする。 

  ⑷ 落札候補者の決定方法 

    地方自治法（昭和22年法律第67号）第 234条第３項の規定により、予定価格の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。ただし、

最低価格入札者の入札価格が長泉町低入札価格調査制度実施要領（平成14年長泉町

告示第36号）第３条の調査基準価格を下回る場合には、落札候補決定を保留し、低

入札価格調査を実施する。 

 ⑸ 落札候補者決定通知書の送付 

    落札候補者を決定した場合は、当該落札候補者に落札候補者決定通知書を送付す

る。落札候補者は、令和８年７月14日（火）午後３時までに入札参加資格審査資料

（以下「資料」という。）をシステム及び書面で提出するものとする（低入札価格

調査に該当した場合は、令和８年７月15日（水）午後５時までに資料を提出するも

のとする。）。 

 ⑹ 資料の審査 

    落札候補者から資料が提出されたときは、入札参加資格の有無について審査し、

入札参加資格を有していると認めたときは、当該落札候補者を落札者として決定す

る。当該落札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、次に安価な価格で入札

した者の入札参加資格を審査するものとし、以後の場合も同様とする。 

  ⑺ 入札保証金及び契約保証金 

   ア 入札保証金 免除 

   イ 契約保証金 納付 



（契約金額の10分の１以上とする。ただし、低入札価格調査に該当した場合は10分 

の３以上とする。） 

  ⑻ 支払に関する事項 

    ア 令和８年度に町が支払うことができる金額は、令和８年度予算の範囲内とする。 

  イ この工事は、工期が令和８年度及び令和９年度にわたる債務負担行為を設定した

工事となるため、工事代金は予算の範囲内で出来高に応じて令和８年度及び令和９

年度に支払う。 

11 資料の内容及び作成方法 

 ⑴ 提出する資料（資料の提出は、落札候補者のみとする。） 

    ア ４⑴オに該当する工事の施工実績を確認できる書類 

    イ 配置予定技術者の資格及び工事経験を確認できる書類 

ウ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 

エ 共同企業体協定書の写し（共同企業体の場合） 

 ⑵ 資料の提出方法 

資料は、２部（正本１部、副本１部）を、６⑴イに定める提出場所に持参により

提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

⑶ 資料の作成方法 

    資料は、次により作成すること。 

なお、アの同種工事の施工実績は、公告日の前日までに工事が完成し引渡しが済

んでいるものに限り記載すること。 

  ア 同種工事の施工実績（要領様式第４号） 

     (ｱ) ４⑴オに掲げる資格があることを的確に判断できる書類を作成すること。この

場合、資格があると確認できる工事を複数記載することができるものとする。 

     (ｲ) 記載内容 

    ａ 工事名    「○○○○○工事」と記載すること。 

    ｂ 発注機関名  発注機関名を記載すること。 

    ｃ 工事箇所   市（郡）町村名及び字名を記載すること。 

    ｄ 契約金額   消費税及び地方消費税を含む金額とすること。 

ｅ 工期     「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」と記載する

こと。 



    ｆ 発注形態   「単体」又は「共同企業体」の別を記載すること。 

    ｇ 工事概要等  ４⑴オに該当する工事であることが確認できる内容を記載す

ること。 

  イ アの同種工事の施工実績を的確に判断できる書類の提出 

      (ｱ) 一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム（CORINS） 

    」に登録されている工事の場合は、工事カルテを提出すること。 

      (ｲ) 工事カルテで施工実績が判断できない場合は工事の設計図書、図面等の写しを 

提出すること。 

      (ｳ) 「工事実績情報システム（CORINS）」に登録されていない工事の場合は、契約 

書の写し、工事の設計図書・図面等の写しを提出すること。 

  ウ 配置予定技術者等の資格・工事経験（要領様式第５号） 

      (ｱ) ５⑴カに掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定技術者の資格を記

載すること。この場合、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載すること

ができる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場

合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することがで

きなくなった時は、入札参加資格の確認の申請をした者は、直ちに当該申請の取

下げを行わなければならない。 

     他の工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができない場

合は、長泉町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停

止を行う場合がある。 

     (ｲ) 記載内容 

ａ 最終学歴     学校名、学部名及び学科名並びに卒業年を記載すること。 

ｂ 法令による免許  法令により必要な資格を全て記載の上、資格を証する書

面の写しを添付すること。 

    ｃ 現在従事してい  資料作成時に他の工事の技術者として従事している場合 

      る工事名等    に、当該工事名及び工期を記載すること。 

  エ 配置予定技術者の資格を証明するものの写し（監理技術者資格者証の写し及び監

理技術者講習修了証の写し等） 

  オ 配置予定技術者との入札参加資格申請日以前３箇月以上の雇用関係を証明する書

面（市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等） 



  カ 配置予定技術者が営業所の専任技術者ではないことを証する書類（建設業法施行

規則（昭和24年建設省令第14号）別記様式第１号の建設業許可申請書の別紙４等の

写し） 

キ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し（審査基準日が入札日の

１年７箇月以内であって、かつ、最新のもの） 

12 契約に関する特記事項 

  この工事の請負契約に当たっては、落札者と仮契約を締結し、後日長泉町議会の議決 

を経て、本契約を締結する。 

13 その他 

 ⑴ 申請書及び資料の作成並びに申込みに係る費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵ 提出された申請書及び資料は、返却しないものとする。 

 ⑶ 契約書案は、長泉町役場企画財政課で交付し、契約約款、入札心得及び仕様書は長

泉町のホームページに公開する。 

なお、入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。 

14 入札に関する問い合わせ先   

        〒411-8668  静岡県駿東郡長泉町中土狩 828番地  

        長泉町 企画財政課 財務契約チーム  

電話番号    055（989）5503 

    FAX 番号    055（989）5585 

    E-mailアドレス zaimu@town.nagaizumi.lg.jp 


